
○宝塚市犯罪被害者等支援条例施行規則 

平成３１年３月２９日 

規則第１２号 

注 令和２年３月３１日規則第１７号から条文注記入る。 

宝塚市犯罪被害者支援条例施行規則（平成１７年規則第１４号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宝塚市犯罪被害者等支援条例（平成３１年条例第７号。以下「条例」

という。）第７条、第９条、第１１条、第１２条及び第１６条の規定に基づき、条例の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による

ほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(１) 特定犯罪被害者 次のいずれかに該当する者で、その被害を受けた当時において

市民であったものをいう。 

ア 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和５５

年法律第３６号）第２条第１項に規定する犯罪行為（以下「犯罪行為」という。）

により、重傷病を負った者又は死亡した者 

イ 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律（平成２８年法律第７３号）第２条第

１項に規定する国外犯罪行為（以下「国外犯罪行為」という。）により、同条第２

項に規定する国外犯罪被害を受けた者 

(２) 重傷病 全治１月以上の加療を要する負傷又は疾病をいう。 

(３) 障碍
がい

 国外犯罪弔慰金等の支給に関する法律第２条第４項に規定する障害をいう。 

(４) 市民 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第５条の規定により本市の住

民基本台帳に記録されている者をいう。 

（令２規則１７・一部改正） 

（遺族支援金の支給対象者） 

第３条 条例第７条の規則で定める犯罪等により死亡した者の遺族は、特定犯罪被害者の

死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する市民とする。 

(１) 特定犯罪被害者の配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下

同じ。） 



(２) 特定犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該特定犯罪被害者の子、父

母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

(３) 特定犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前号に該当する者以外

の者 

２ 特定犯罪被害者の死亡の時において胎児であった子が出生した場合における前項の規

定の適用については、その子は、その母が同項第２号に該当する場合は同号の子と、同

項第３号に該当する場合は同号の子とみなす。 

３ 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、第１項各号の順序とし、同項第２号及

び第３号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、

養父母を先にし、実父母を後にする。 

４ 前項の規定により遺族支援金の支給を受けることができる同順位の遺族が２人以上あ

るときは、遺族支援金は、同条に定める額をその人数で按分して支給するものとする。 

（遺族支援金の支給申請） 

第４条 条例第７条の規定により遺族支援金の支給の申請をしようとする特定犯罪被害者

の遺族（以下この項において「申請者」という。）は、宝塚市遺族支援金支給申請書に

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、条例及びこの規則に

定める他の助成に係る申請のため既に提出した書類をもって代えることができると認め

られる場合は、これらを省略することができる。 

(１) 宝塚市犯罪被害者等支援金支給に係る確約書 

(２) 情報提供同意書 

(３) 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該特定犯罪被害者の死亡の

事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 

(４) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び特定犯罪被害者との続柄に関する記載がある

戸籍の謄本その他の証明書 

(５) 申請者が特定犯罪被害者の死亡の当時当該特定犯罪被害者と事実上婚姻関係と同

様の事情にあった者である場合においては、その事実を確認することができる書類 

(６) 申請者が配偶者以外の者である場合においては、第１順位の遺族であることを証

明することができる書類 

(７) 申請者が前条第１項第２号に該当する者である場合においては、当該特定犯罪被

害者が犯罪被害を受けた時の直前において、当該特定犯罪被害者の収入によって生計



を維持していた事実を確認することができる書類 

(８) 国外犯罪行為により死亡した場合においては、国外犯罪弔慰金等の支給に関する

法律第１１条に規定する国外犯罪被害弔慰金等の支給（以下「国外犯罪被害弔慰金等

の支給」という。）に係る書類 

(９) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類 

２ 前項の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から２年を経過したとき、

又は当該犯罪被害が発生した日から７年を経過したときは、することができない。 

（重傷病等支援金の支給対象者） 

第５条 条例第９条の規則で定める犯罪被害者等は、重傷病を負い、又は障碍を受けた特

定犯罪被害者とする。 

（令２規則１７・一部改正） 

（重傷病等支援金の支給申請） 

第６条 条例第９条の規定により重傷病等支援金の支給の申請をしようとする特定犯罪被

害者は、宝塚市重傷病等支援金支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなけ

ればならない。ただし、条例及びこの規則に定める他の助成に係る申請のため既に提出

した書類をもって代えることができると認められる場合は、これらを省略することがで

きる。 

(１) 宝塚市犯罪被害者等支援金支給に係る確約書 

(２) 情報提供同意書 

(３) 重傷病又は障碍の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書その他の犯罪被害

に係る証明書 

(４) 国外犯罪行為により障碍を受けた場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給

に係る書類 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類 

２ 前項の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から２年を経過したとき、

又は当該犯罪被害が発生した日から７年を経過したときは、することができない。 

（令２規則１７・一部改正） 

（支援金の審査結果通知） 

第７条 市長は、第４条又は第６条の規定による申請があった場合には、速やかにその内

容を審査し、支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等遺族支援金支給（不支給）又は



宝塚市犯罪被害者等重傷病等支援金支給（不支給）決定通知書により、その内容を申請

者に通知するものとする。 

（家事援助に要する費用の助成） 

第８条 犯罪被害等により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等が家事援

助を受けるため家事援助を行う者（以下「ヘルパー等」という。）の派遣を受ける場合

は、条例第１１条の規定によりその費用を助成するものとする。 

２ 前項の規定による助成の額は、ヘルパー等の利用に係る費用のうち、１時間当たり２，

５００円を限度とする。 

３ 家事援助に要する費用の助成は、１時間単位とし、合計で２５時間を上限とする。 

４ 家事援助に要する費用の助成の期間は、当該犯罪被害が発生した日から３年以内とす

る。 

（家事援助の対象） 

第９条 前条の規定による費用の助成を受けることができる家事援助は、次に掲げるもの

とする。 

(１) 調理 

(２) 衣類の洗濯 

(３) 住宅の掃除及び整理整頓 

(４) 生活必需品の買い物 

(５) 通院等の介助 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの 

２ 前項各号に掲げるサービスは、家事援助に係るサービスを提供する事業者が派遣する

ヘルパー等により、犯罪被害者等の居宅において実施されるものとする。ただし、同項

第４号及び第５号に掲げるサービスについては、この限りでない。 

（家事援助に要する費用の助成の対象者） 

第１０条 条例第１１条の規定により家事援助に要する費用の助成を受けることができる

犯罪被害者等は、次の各号のいずれかに該当する者で、家事援助に要する費用を負担す

るものとする。 

(１) 特定犯罪被害者の遺族であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、

当該特定犯罪被害者と同居していた市民 

(２) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者 



(３) 前号に規定する特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者であって、当該特定犯罪

被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していた市民 

（令２規則１７・一部改正） 

（家事援助に要する費用の助成の申請） 

第１１条 条例第１１条の規定により家事援助に要する費用の助成を受けようとする者

（以下この条、次条、第１３条及び第１４条において「申請者」という。）は、宝塚市

犯罪被害者等日常生活費等助成申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、条例及びこの規則

に定める他の助成に係る申請のため既に提出した書類をもって代えることができると認

められる場合は、これらを省略することができる。 

(１) 特定犯罪被害者の遺族が申請する場合 次に掲げる書類 

ア 宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る確約書 

イ 情報提供同意書 

ウ 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該特定犯罪被害者の死亡の

事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 

エ 申請者の氏名、生年月日、本籍及び特定犯罪被害者との続柄の記載がある戸籍の

謄本その他の証明書 

オ 特定犯罪被害者が国外犯罪行為により死亡した場合においては、国外犯罪被害弔

慰金等の支給に係る書類 

カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

(２) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書

類 

ア 重傷病又は障碍の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書その他の証明書 

イ 国外犯罪行為により障碍を受けた場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給

に係る書類 

ウ 前号ア、イ及びカに掲げる書類 

(３) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者が申請

する場合 次に掲げる書類 

ア 第１号ア、イ、エ及びカに掲げる書類 

イ 前号ア及びイに掲げる書類 



（令２規則１７・一部改正） 

（家事援助に要する費用の助成の決定） 

第１２条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、

助成の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る審査結果通知書によ

り、申請者に通知するものとする。 

（家事援助に要する費用の助成金の請求） 

第１３条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、宝塚市犯罪被害者等日常生活

費等助成金請求書に費用の支払を証する領収書その他の当該支払を証することができる

書類を添えて市長に提出し、助成金の請求をするものとする。 

（家事援助に要する費用の助成金の支給決定） 

第１４条 市長は、前条の規定による請求があった場合には、速やかにその内容を審査し、

支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る支給（不支給）決定

通知書により、当該申請者に通知するものとする。 

（一時保育に要する費用の助成） 

第１５条 犯罪被害を受けたことにより扶養する就学前の子を家庭で保育することが困難

となった犯罪被害者等が、一時保育を利用する場合は、条例第１１条の規定によりその

費用を助成するものとする。 

２ 前項の規定による助成の額は、一時保育に要する費用のうち１日当たり２，８００円

を限度とする。 

３ 一時保育に要する費用の助成を受けることができる日数は、合計で５日を上限とし、

その期間は、当該犯罪被害が発生した日から３年以内とする。 

（一時保育に係る助成の対象） 

第１６条 前条の規定による一時保育に係る費用の助成は、次の各号のいずれかに該当す

る場合に行うものとする。 

(１) 犯罪被害に関し、当該犯罪被害者等が刑事に関する手続きに参加する場合 

(２) 犯罪被害に関し、当該犯罪被害者等が弁護士等との打ち合わせを行う場合 

(３) 犯罪被害に関し、当該犯罪被害者等が病院等に通院する場合 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合 

（一時保育に要する費用の助成対象者） 

第１７条 条例第１１条の規定により一時保育に要する費用の助成を受けることができる



犯罪被害者等は、次の各号のいずれかに該当する者で、就学前の子を監護する一時保育

に要する費用を負担するものとする。 

(１) 特定犯罪被害者の遺族であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、

当該特定犯罪被害者と同居していた市民 

(２) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者 

(３) 前号に規定する特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者であって、当該特定犯罪

被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居していた市民 

（令２規則１７・一部改正） 

（一時保育に要する費用の助成の申請） 

第１８条 条例第１１条の規定により一時保育に要する費用の助成を受けようとする者

（以下この条、次条、第２０条及び第２１条において「申請者」という。）は、宝塚市

犯罪被害者等日常生活費等助成申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、条例及びこの規則

に定める他の助成に係る申請のため既に提出した書類をもって代えることができると認

められる場合は、これらを省略することができる。 

(１) 特定犯罪被害者の遺族が申請する場合 次に掲げる書類 

ア 宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る確約書 

イ 情報提供同意書 

ウ 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該特定犯罪被害者の死亡の

事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 

エ 申請者の氏名、生年月日、本籍及び特定犯罪被害者との続柄の記載がある戸籍の

謄本その他の証明書 

オ 国外犯罪行為により死亡した場合は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書類 

カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

(２) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書

類 

ア 重傷病又は障碍の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書その他の証明書 

イ 国外犯罪行為により障碍を受けた場合は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係る書

類 

ウ 前号ア、イ及びカに掲げる書類 



(３) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者の配偶者並びに扶養義務者が申

請する場合 次に掲げる書類 

ア 第１号ア、イ、エ及びカに掲げる書類 

イ 前号ア及びイに掲げる書類 

（令２規則１７・一部改正） 

（一時保育に要する費用の助成の決定） 

第１９条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、

助成の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る審査結果通知書によ

り、当該申請者に通知するものとする。 

（一時保育に要する費用の助成金の請求） 

第２０条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、宝塚市犯罪被害者等日常生活

費等助成金請求書に費用の支払を証する領収書その他の当該支払を証することができる

書類を添えて市長に提出し、助成金の請求をするものとする。 

（一時保育に要する費用の助成金の支給決定） 

第２１条 市長は、前条の規定による請求があった場合には、速やかにその内容を審査し、

支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る支給（不支給）決定

通知書により、当該申請者に通知するものとする。 

（家賃の助成） 

第２２条 条例第１２条の規定により、犯罪被害等を受けたことにより従前の住居に居住

することが困難となったと認められる犯罪被害者等に対し、新たに賃貸住宅に入居する

場合における当該賃貸住宅の家賃を助成するものとする。 

２ 前項の規定による助成の額は、１月当たり家賃の月額の２分の１に相当する額で３０，

０００円を限度とし、１，０００円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額とする。 

３ 助成の対象となる家賃は、当該犯罪被害を受けた後、最初に新たに賃貸住宅に入居し

た日の属する月の翌月（当該入居した日が月の初日であるときは、当該入居した日の属

する月）から６月以内の家賃とする。 

４ 家賃の助成は、一の犯罪被害について１世帯につき１回までとする。 

５ 家賃の助成の期間は、当該犯罪被害が発生した日から５年以内とする。 

（家賃の助成の対象） 

第２３条 家賃の助成は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 



(１) 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたため、犯罪被害者等が当該

住居に居住し続けることが困難となった場合 

(２) 犯罪行為により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができな

くなった場合 

(３) 犯罪被害者等が二次的被害を受けた場合 

(４) 前３号に類する事由があったと市長が認める場合 

（家賃の助成の対象者） 

第２４条 条例第１２条の規則で定める犯罪被害者等は、次の各号のいずれかに該当する

者で、新たに居住する賃貸住宅の家賃を負担するものとする。 

(１) 特定犯罪被害者の遺族であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、

当該特定犯罪被害者と同居していた市民 

(２) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者 

(３) 前号に規定する特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者で、かつ、当該特定犯罪

被害者が犯罪被害を受けた当時市民であったもののうち、次に掲げる要件を満たすも

の 

ア 当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居してい

たこと。 

イ 家賃の助成に係る賃貸住宅に入居する期間において、当該特定犯罪被害者と同居

すること。 

（令２規則１７・一部改正） 

（家賃の助成の申請） 

第２５条 条例第１２条の規定により家賃の助成を受けようとする者（この条、次条、第

２７条及び第２８条において「申請者」という。）は、宝塚市犯罪被害者等日常生活費

等助成申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、

市長に申請しなければならない。ただし、条例及びこの規則に定める他の助成に係る申

請のため既に提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、これらを

省略することができる。 

(１) 特定犯罪被害者の遺族が申請する場合 次に掲げる書類 

ア 宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る確約書 

イ 情報提供同意書 



ウ 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該被害者の死亡の事実及び

死亡の年月日を証明することができる書類 

エ 申請者の氏名、生年月日、本籍及び特定犯罪被害者との続柄の記載がある戸籍の

謄本その他の証明書 

オ 国外犯罪行為により死亡した場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係

る書類 

カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

(２) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書

類 

ア 重傷病又は障碍の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書その他の証明書 

イ 国外犯罪行為により障碍を受けた場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給

に係る書類 

ウ 前号ア、イ及びカに掲げる書類 

(３) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者が申請

する場合 次に掲げる書類 

ア 第１号ア、イ、エ及びカに掲げる書類 

イ 前号ア及びイに掲げる書類 

（令２規則１７・一部改正） 

（家賃の助成の決定） 

第２６条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、

助成の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る審査結果通知書によ

り、当該申請者に通知するものとする。 

（家賃の助成金の請求） 

第２７条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、宝塚市犯罪被害者等日常生活

費等助成金請求書に費用の支払を証する領収書その他の当該支払を証することができる

書類を添えて市長に提出し、助成金の請求をするものとする。 

（家賃の助成金の支給決定） 

第２８条 市長は、前条の規定による請求があった場合には、速やかにその内容を審査し、

支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る支給（不支給）決定

通知書により、当該申請者に通知するものとする。 



（転居費用の助成） 

第２９条 条例第１２条の規定により、犯罪被害を受けたことにより従前の住居に居住す

ることが困難になったと認められる犯罪被害者等に対し、新たな住居への転居に要する

費用（以下「転居費用」という。）を助成するものとする。 

２ 助成を受けることができる転居費用は、転居に伴う引っ越し費用とする。 

３ 転居費用の助成の回数は、一の犯罪被害について２回以内とし、助成額の合計は２０

０，０００円を限度とする。 

４ 転居費用の助成の期間は、当該犯罪被害が発生した日から５年以内とする。 

（転居費用の助成の対象） 

第３０条 転居費用の助成は、第２３条各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 

（転居費用の助成の対象者） 

第３１条 条例第１２条の規則で定める犯罪被害者等は、次の各号のいずれかに該当する

者で、転居費用を負担するものとする。 

(１) 特定犯罪被害者の遺族であって、当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、

当該特定犯罪被害者と同居していた市民 

(２) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者 

(３) 前号に規定する特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者で、かつ、当該特定犯罪

被害者が犯罪被害を受けた当時市民であったもので、次に掲げる要件を満たすもの 

ア 当該特定犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時、当該特定犯罪被害者と同居してい

たこと 

イ 犯罪被害を受けた当時からの転居先において、当該特定犯罪被害者と同居するこ

と 

（令２規則１７・一部改正） 

（転居の助成の申請） 

第３２条 条例第１２条の規定により転居費用の助成を受けようとする者（この条、次条、

第３４条及び第３５条において「申請者」という。）は、宝塚市犯罪被害者等日常生活

費等助成申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添え

て、市長に申請しなければならない。ただし、条例及びこの規則に定める他の助成に係

る申請のため既に提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、これ

らを省略することができる。 



(１) 特定犯罪被害者の遺族が申請する場合 次に掲げる書類 

ア 宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る確約書 

イ 情報提供同意書 

ウ 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該被害者の死亡の事実及び

死亡の年月日を証明することができる書類 

エ 申請者の氏名、生年月日、本籍及び特定犯罪被害者との続柄の記載がある地方公

共団体の長が発行する戸籍の謄本その他の証明書 

オ 国外犯罪行為により死亡した場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給に係

る書類 

カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

(２) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書

類 

ア 重傷病又は障碍の状態及び療養の期間等に関する医師の診断書その他の証明書 

イ 国外犯罪行為により障碍を受けた場合においては、国外犯罪被害弔慰金等の支給

に係る書類 

ウ 前号ア、イ及びカに掲げる書類 

(３) 重傷病を負い、又は障碍を受けた特定犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者が申請

する場合 次に掲げる書類 

ア 第１号ア、イ、エ及びカに掲げる書類 

イ 前号ア及びイに掲げる書類 

（令２規則１７・一部改正） 

（転居に要する費用の助成の決定） 

第３３条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、

助成の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る審査結果通知書によ

り、当該申請者に通知するものとする。 

（転居に要する費用の助成金の請求） 

第３４条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、宝塚市犯罪被害者等日常生活

費等助成金請求書に費用の支払を証する領収書その他の当該支払を証することができる

書類を添えて市長に提出し、助成金の請求をするものとする。 

（転居に要する費用の助成金の支給決定） 



第３５条 市長は、前条の規定による請求があった場合には、速やかにその内容を審査し、

支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る支給（不支給）決定

通知書により、当該申請者に通知するものとする。 

（カウンセリングに要する費用の助成） 

第３６条 犯罪被害により受けた精神的被害から早期に回復するために、カウンセリング

が必要と認められる犯罪被害者等に対し、カウンセリングに要する費用を助成するもの

とする。 

２ 前項の規定による助成の額は、カウンセリングに要する費用のうち１回当たり５，０

００円を限度とする。 

３ カウンセリングに要する費用の助成を受けることができる回数は、合計で５回を上限

とし、その期間は、当該犯罪被害が発生した日から３年以内とする。 

（カウンセリングに要する費用の助成の実施対象者） 

第３７条 カウンセリングに要する費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、犯

罪行為又は国外犯罪行為により被害を受けた者及びその同居する家族で、被害を受けた

当時において市民であったものとする。 

（カウンセリングに要する費用の助成の申請） 

第３８条 条例第１３条の規定によりカウンセリングに要する費用の助成を受けようとす

る者（この条、次条、第４０条及び第４１条において「申請者」という。）は、宝塚市

犯罪被害者等カウンセリング費用助成申請書に、次の各号に定める書類を添えて、市長

に申請しなければならない。ただし、条例及びこの規則に定める他の助成に係る申請で

提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、これらを省略すること

ができる。 

(１) 宝塚市犯罪被害者等カウンセリング費用助成に係る確約書 

(２) 情報提供同意書 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（カウンセリングに要する費用の助成の決定） 

第３９条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、

助成の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等カウンセリング費用助成に係る審査結果通知

書により、当該申請者に通知するものとする。 

（カウンセリングに要する費用の助成金の請求） 



第４０条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、宝塚市犯罪被害者等カウンセ

リング費用助成金請求書に費用の支払を証する領収書その他の当該支払を証することが

できる書類を添えて市長に提出し、助成金の請求をするものとする。 

（カウンセリングに要する費用の助成金の支給決定） 

第４１条 市長は、前条の規定による請求があった場合には、速やかにその内容を審査し、

支給の可否を決定し、宝塚市犯罪被害者等カウンセリング費用助成に係る支給決定通知

書により、当該申請者に通知するものとする。 

（支援金の支給及び費用の助成を行わない場合） 

第４２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例及びこの規則に基づく

支援金の支給及び費用の助成（以下「支援金の支給等」という。）を行わない。ただし、

支援金の支給等を行わないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情がある

ときは、この限りでない。 

(１) 犯罪被害者等が犯罪被害を受けた時において、犯罪被害者等又は第１順位の遺族

（第１順位の遺族が２人以上あるときはそのいずれかの者。以下同じ。）と加害者と

の間に次のアからウまでのいずれかに該当する関係があった場合 

ア 夫婦（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含

む。） 

イ 直系血族（親子にあっては、縁組の届出をしていないが事実上養子縁組関係と同

様の事情にあった場合を含む。） 

ウ 兄弟姉妹（犯罪被害者等又は第１順位の遺族と加害者が同居していた場合に限

る。） 

(２) 犯罪被害者等が受けた犯罪被害について、犯罪被害者等又は第１順位の遺族に次

のアからエまでのいずれかに該当する行為があった場合 

ア 当該犯罪行為又は国外犯罪行為を教唆し、又は幇
ほう

助する行為 

イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為又は国外犯罪行為を誘発する行

為 

ウ 当該犯罪行為又は国外犯罪行為に関連する著しく不正な行為 

エ その他当該犯罪被害につきその責めに帰すべき行為 

(３) 犯罪被害者等又は第１順位の遺族に次のアからウまでのいずれかに該当する事由

があった場合 



ア 当該犯罪行為又は国外犯罪行為を容認していたこと。 

イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこ

と（その組織に属していたことが当該犯罪行為又は国外犯罪行為を受けたことに関

連がないと認められるときを除く。）。 

ウ 当該犯罪行為又は国外犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他

の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。 

(４) 国外犯罪被害弔慰金の支給に関する法律第６条第２号の規定に該当するとき。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、犯罪行為又は国外犯罪行為が次の各号のいずれかに

該当し、犯罪被害者等の生命若しくは身体に重大な危険が生じていたとき、当該犯罪被

害者等の申立てにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成１３年法律第３１号）第１３条に規定する保護命令が加害者に対して発せられていた

とき又はこれらに準ずる事情があったと市長が認めるときは、支援金の支給等を行うも

のとする。 

(１) 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第２条に規定する児

童虐待 

(２) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法

律第１２４号）第２条第３項に規定する高齢者虐待（同条第４項第２号並びに第５項

第１号（同号ホに係る部分に限る。）及び第２号（同項第１号ホに係る部分に限る。）

に掲げる行為を除く。） 

(３) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法

律第７９号）第２条第２項に規定する障害者虐待（同条第６項第２号、第７項第５号

及び第８項第５号に掲げる行為を除く。） 

（令３規則１５・全改、令６規則２０・一部改正） 

（併給調整） 

第４３条 市長は、犯罪被害者等が転出した場合において、当該犯罪被害者等がその居住

する地方公共団体における条例及びこの規則と同様の制度による支援を受けているとき

は、当該犯罪被害者等に対する条例及びこの規則による支援は、行わないものとする。 

（支援金等の返還） 

第４４条 市長は、前２条に規定する者が条例第７条若しくは第９条に規定する支援金の

支給若しくは条例第１１条から第１３条までに規定する支援若しくは助成の決定を受け



たとき、又はその支給、支援及び助成の決定後において前２条の規定に該当することが

判明したときは、当該決定を取り消すものとする。偽りその他不正の手段により支援金

の支給又は支援若しくは助成の決定を受けた場合も、同様とする。 

２ 前項の場合において、既に支給した支援金又は助成金があるときは、同項に規定する

者は、当該支援金又は助成金を返還しなければならない。 

（様式） 

第４５条 この規則に規定する宝塚市遺族支援金支給申請書等の様式は、別に市長が定め

る。 

（施行の細目） 

第４６条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定

める。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年規則第１７号）抄 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年規則第１５号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第４２条の規定は、令和２年４月１日から

適用する。 

附 則（令和６年規則第２０号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


